
平成　　年　　月　　日

年　　　　　租

保　社　寺　様
鐘息区立中程処学級

お子様が下記の感染症にかかった場合は、余病の併発と他人への感染予防のため、学校保健

安全法の規定により「出席停止」となります。※r出席停止」の場合は、欠席にはなりません。

なお、医師により登校許可の診断が出された後は、下妃の「登校届」に肥人のうえ、学校に

提出してください。

種
別

学　 校　 感　 染　 症　 と　 出　 席　 停　 止　 の　 基　 準

病　　 名 出　 席　 停　 止　 の　 期　 間　 （H 24．4改正）

…≡
鳥インフルエンザ （H 5 N l ） 治癒するまで （病気がなおるまで）

蓋

第

インフルエンザ 発症した後5 日、かつ、解熱 した後 2 日経過するまで

巨 だし、鰍 よ。

室 学校医その他師 が惑

巨 酢 帽
特有の咳がとれるまで、または、5 日間の適正な
抗菌性物薫製，剛こよる治療が終了するまで

麻疹 （は しか） 熟が下がってから3 日経過するまで

流行性耳下腺炎 （おたふ く）
耳、顎または舌の下が腫れ出した後5 日を経過し、

穫

かつ、全身状態が良好になるまで 蔓 如 軌 がないと削

i た時は・この限。では

雷 ない。

風疹 （三日は しか） 発疹が消えるまで

水痘 （みずぽうそ う） すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱 くプール熟） 主な症状がなくなったあと2 日経過するまで

結核 病状により学校医、専門医により感染の恐れがないと

　髄膜炎菌性髄膜炎
′

認められるまで

第

腸管出血性大腸菌感染症 （か157等）

病状により学校医、専門医により感染の恐れがないと

流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
コレラ ・ 細菌性赤痢
溶蓮薗感染症
ウイルス性肝 炎

種

認められるまで。手足口病
伝染性紅斑
マイコプラズマ感染症
感染性胃腸炎 （ノロウイルス等）
その他 （　　　　　　　　 ）

登
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平成　　　年　　　月　　　日

学　校　長　様

病　名 病（医）院名

上妃の疾病について、　　月　　　＿＿＿日＿からの加療の結果、医師より登校許可の

診断が出されたので＿　　月　＿止から登校いたします。

＿＿＿＿＿＿＿　　年　　坦＿＿　　児童氏名

※・保雄者が記入して、学校へ提出してください。　保捷者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印


